
一般会計予算 （単位：千円）

法人全体収入内訳

法人全体・拠点区分・サービス区分支出内訳（予備費及び拠点区分・サービス区分間の資金移動を除いた経費を記載）

生活福祉資金貸付け､あんしんセンター運営

善意銀行､社会福祉基金

介護保険訪問介護

障がい者訪問介護､同行援護及び移動支援

一般事業

共同募金配分事業

介護報酬等事業

①　住民主体の地域活動の推進

　　複雑、多様化する生活課題に対し、身近な住民が主体となり、地域特有の生
　活課題の解決に向けた取組を推進します。
　　また、新たな地域における「放課後児童見守り活動」等による地域における
　見守り体制の構築を通じ、多世代の交流の促進、孤立や引きこもりの防止と地
　域づくりの推進に努めます。

②　福祉人材の育成

　　少子高齢化に伴い、福祉人材の確保が難しい中で、認知症高齢者や高齢者の
　みの世帯は増加傾向にあり、今後、介護人材についても、更に不足するとの見
　通しが示されています。
　　そのため、介護人材不足に対応する取組として、介護職員初任者研修を開催
　し、当該福祉サービスを担う人材の育成に努めます。

　　合　計　 271,087

　介護保険事業収入 33,280

勘定科目（収入） 令和３年度

会計名 拠点区分 サービス区分 令和３年度予算 令和２年度予算

地域福祉推進事業 17,704 17,861

団体助成､遊具等修繕､ボランティア講座､ボランティア
センター運営､ひとり親家庭援護､罹災者世帯援護､紙お
むつ支給､桜まつり開催（一人暮らし高齢者交流）､法人
後見、成年後見利用支援､やすらぎサービス､緊急援護資
金、地域づくり推進

法人全体

（単位：千円）

令和３年度

予算額

271,087

令和２年度

予算額

272,455

比較増減 前年比

-0.5%▲ 1,368

伊勢原市受託事業 89,702 91,067

訪問介護事業 25,378 23,112

令和２年度

　会費収入 9,500 10,000

31,211

　事業収入 5,690 6,500

73,005 73,839
　(市補助金､共同募金配分金等)

　受託金収入 84,739 84,037

　貸付事業収入 1,355

障害者総合支援事業 24,751 23,938

やまどり号運行､ふれあいミニデイ､成年後見・権利擁護
推進センター､地域包括支援センター､老人福祉センター
管理･運営､趣味の教室､ひとり親家庭ヘルパー派遣

認知症サポートヘルパー､障がい児･者ふれあい交流､広
報等発行､地域福祉活動計画進行管理

年末たすけあい配分事業 8,786

（単位：千円）

10,517

神奈川県社協受託事業 7,483 6,510

寄付金受配事業 1,939 1,966

小地域活動推進､年末たすけあい援護､福祉人材育成等

法人運営､事務所維持管理､役職員給与等

事業の概要

赤い羽根募金配分事業 6,521 6,361

法人管理事業 67,135 67,564

③　成年後見・権利擁護の推進

　　認知症高齢者や障がい者などの権利擁護を推進するため、関係機関等との連
　携により、成年後見制度等の相談及び普及・啓発等を行います。
　　また、新たな人材の育成のための第３期市民後見人養成研修を実施するとと
　もに、市から受託している成年後見・権利擁護推進センターを基盤として、市
　との役割分担を検討した中で、協議会や中核機関を設置し、成年後見制度の利
　用促進に努めます。

　障害福祉サービス等事業収入

　受取利息配当金収入

　寄付金収入 1,110 1,160

23,293 24,026

4027④　組織の基盤強化と自主財源の確保

　　令和３年度は役員及び評議員の一斉改選を迎えます。新たな組織体制の下、
　事業運営の透明性の確保に努めるとともに、新たな地域課題に対応するため、
　人材の育成及び確保並びに事務局体制の強化に努めます。
　　また、地域住民、関係機関、関係団体等との連携強化に努めるとともに、地
　域福祉の普及・啓発及び会費等の自主財源の確保に向けて、引き続き役職員一
　丸となって取り組みます。

1,355

　経常経費補助金収入

272,455

　前期末支払資金残高 38,064 39,236

　その他の収入 1,024 1,051

改定版第４次伊勢原市地域福祉活動計画 基本理念

共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による急激な社会情勢等の変化により、福祉課題もより一層複雑化し、地域活動においても、人

と人とが互いに距離を取り、接触する機会を減らすことが求められ、地域住民による地域活動等の休止や活動自粛が余儀なくされるなど、これまで

に経験したことのない状況が続きました。

日常生活の様々な場面において制限が求められる中で、孤立や引きこもり、失業、生活困窮等の生活課題が顕在化し、それらの課題への早急な対

応が求められています。

このような急激な社会情勢の変化に伴う多様な課題に対応し、解決していくためには、公的な支援と併せて、これまで以上に地域に暮らす住民が

地域課題を共有し、その解決に向けて積極的に参加、協力をしていくことが重要になります。

そのため、令和３年度事業においては、これまで推進してきた地域住民主体の見守りや助け合い活動などの住民主体の活動を更に推進するととも

に、引き続き、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、福祉事業者、地域の各種団体等と協働し、本市の人と資源が世代や分野を超えて

「丸ごと」つながる地域共生社会の実現に向けて、共に支え合う地域社会づくりを推進します。


